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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

営業収益
(うち受入手数料)

(百万円)
1,875
(394)

1,490
(280)

1,599
(214)

1,322
(160)

887
(126)

純営業収益 (百万円) 1,864 1,475 1,588 1,305 856

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 579 201 138 △135 △347

当期純利益 (百万円) 481 228 141 70 35

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

発行済株式総数 (千株) 94,864 94,864 94,864 94,864 94,864

純資産額 (百万円) 18,720 18,798 18,081 17,454 17,289

総資産額 (百万円) 24,086 23,626 20,670 21,728 22,426

１株当たり純資産額 (円) 197.61 198.48 191.62 185.40 183.71

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間
配当額)

(円)
4.00
(―)

4.00
(―)

4.00
(―)

2.00
(―)

2.00
(―)

１株当たり当期純利益 (円) 5.08 2.41 1.50 0.75 0.37

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 77.7 79.6 87.5 80.3 77.1

自己資本利益率 (％) 2.63 1.21 0.78 0.40 0.20

株価収益率 (倍) 58.86 83.87 76.06 105.71 278.37

配当性向 (％) 78.74 166.08 266.31 267.62 534.63

純資産配当率 (％) 2.02 2.02 2.09 1.08 1.09

自己資本規制比率 (％) 1,698.5 1,540.6 1,636.5 2,287.0 2,185.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △268 △1,685 378 8,127 1,076

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 166 △240 △149 110 291

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △196 △383 △430 △395 △194

現金および現金同等物
の期末残高

(百万円) 2,846 536 333 8,176 9,349

従業員数 (人) 52 52 52 52 56
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(注) １　当社は、連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法の適用の対象となる関連会社はありません。

４　上記の比率は以下のように算出しております。

・自己資本＝純資産合計－新株予約権

・自己資本比率＝
期末自己資本合計

　×100 
期末資産の部合計

　

・自己資本利益率＝
当期純利益金額

　×100 
（期首自己資本＋期末自己資本）÷２

５　①第46期から第49期においては潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

　　②第50期においては潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。

６　純資産額の算定にあたり、第47期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

７　従業員数は、契約社員を除いた就業人員数であります。
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２ 【沿革】

当社は、昭和36年４月21日、創業者巽悟朗により大阪市東区(現中央区)に証券業を目的とする「光世証券

株式会社」として設立されました。

創業後の経過の概要は次のとおりであります。

　

年月 沿革

昭和　43年　４月 免許制施行で大蔵大臣から第１号、第２号、第４号免許を受ける

46年　10月大阪証券取引所正会員に加入

48年　12月広興証券株式会社を吸収合併

52年　６月 大蔵大臣から第３号免許を受ける

53年　３月 大蔵省から公社債の払込金の受入及び元利金支払の代理業務の承認を受ける

56年　10月東京証券取引所正会員に加入

56年　11月大蔵省から株式事務の取次ぎ業務の承認を受ける

58年　１月
 

大蔵省から証券投資信託受益証券の収益金、償還金および一部解約金支払の代理業務の承認を
受ける

58年　１月 大蔵省から累積投資業務にかかる代理業務の承認を受ける

58年　６月 大蔵省から保護預り公共債を担保として金銭を貸し付ける業務の承認を受ける

60年　５月 大蔵省から有価証券に関する常任代理業務の承認を受ける

60年　５月 大蔵省から譲渡性預金の売買、売買の媒介、取次ぎおよび代理業務の承認を受ける

61年　３月 大蔵省から円建銀行引受手形の売買、売買の媒介、取次ぎおよび代理業務の承認を受ける

62年　４月 日本銀行と当座預金取引および当座勘定付替取扱いを開始

63年　２月 日本銀行と国債元利金支払取扱店事務を開始

63年　５月 当社株式を大阪証券取引所市場第二部特別指定銘柄に上場

平成　２年　９月 当社株式を大阪証券取引所市場第一部に上場

３年　２月 当社株式を東京証券取引所市場第一部に上場

９年　10月 大蔵省から金銭の相互支払に関する取引業務の承認を受ける

10年　９月 名古屋支店を本店に統合し、国内２店舗となる

10年　12月登録制への移行により、内閣総理大臣から登録を受ける

10年　12月証券投資者保護基金(現 日本投資者保護基金)に加入

11年　10月東京都中央区日本橋兜町に東京支店を移転し、同月より営業を開始する

13年　５月 大阪市中央区北浜に本店を移転し、同月より営業を開始する

19年　９月 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業のみなし登録を受ける

21年　６月 第二種金融商品取引業（取引所外国為替証拠金取引）の登録を受ける

21年　７月 大阪証券取引所における、外国為替証拠金取引「大証ＦＸ」の取扱いを開始する
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３ 【事業の内容】

当社の主たる事業は、金融商品取引業(有価証券売買等および売買等の委託の媒介、有価証券の引受およ

び売出し)を中核とする投資金融サービス業であり、金融資本市場を通じ、顧客に対し資金調達、資産運用の

両面で幅広いサービスを提供しております。

当企業集団は、当社および子会社１社から構成されております。当社の子会社である株式会社亀山社中

(元光世投資顧問株式会社)は、主たる事業として経営、投資に関するコンサルティング業務等を営むことを

目的としておりますが、現在は実質的な事業活動をおこなっておりません。

　

当社の主な業務は以下のとおりであります。

　

(1) 「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引および外国市場証券先物取引」

(以下「有価証券の売買等」という。)

自己の計算で有価証券の売買などをおこなう業務であります。

(2) 「有価証券の売買等の媒介、取次ぎおよび代理ならびに有価証券市場(外国有価証券市場を含む。)におけ

る有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎおよび代理」

有価証券の売買等について、顧客から委託を受け、顧客の計算において売買等を執行する業務であり

ます。

(3) 「有価証券の引受けおよび売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等」

引受けとは、新たに発行される有価証券の全部または一部を売出しの目的で取得し、もしくは、その

募集または売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際し責任を引受ける業務であり、引受けた有価

証券に売残りが生じた場合にはこれを引取ります。売出しとは、既発行の有価証券を広く一般に均一の

条件で売出す業務であります。

特定投資家向け売付け勧誘等とは、均一の条件で多数の者を相手方としておこなう既発行の第一項

有価証券の売付け勧誘等のうち、①特定投資家のみを相手方とすること、②金融商品取引業者等に委託

しておこなうこと、③取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれの少ない場合に該当する

こと等の要件を満たすもので、取引所金融商品市場等における売買取引に係るもの以外のものをいい

ます。

(4) 「有価証券の募集および売出しの取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」

有価証券の発行者または引受人の委託を受けて、新たに発行される有価証券について広く一般に取

得の申し込みの勧誘をおこなう業務および、所有者または引受人の委託を受けて、既発行有価証券につ

いて広く一般に均一の条件で売出す業務であります。

特定投資家向け売付け勧誘等とは、均一の条件で多数の者を相手方としておこなう既発行の第一項

有価証券の売付け勧誘等のうち、①特定投資家のみを相手方とすること、②金融商品取引業者等に委託

しておこなうこと、③取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれの少ない場合に該当する

こと等の要件を満たすもので、取引所金融商品市場等における売買取引に係るもの以外のものをいい

ます。

(5) 「有価証券の私募の取扱い」

新たに発行される有価証券について少数の投資家または適格機関投資家のみを相手方として取得の

申し込みの勧誘をおこなう業務であります。
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(付随業務)

(6) 金融商品取引法第35条第１項に規定する業務

①　有価証券の貸借またはその媒介若しくは代理業務

②　信用取引に付随する金銭の貸付業務

③　顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付業務

④　有価証券に関する顧客の代理業務

⑤　証券投資信託受益証券の収益金・償還金または解約金の支払に係る業務の代理業務

⑥　証券投資信託受益証券の金銭の分配・払戻金または残余財産の分配に係る業務の代理業務

⑦　累積投資契約の締結業務

(7) 前各号に掲げる業務の他、金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務

(8) その他前各号に付随する業務

　

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

　　56名 　39歳10月 　14年６月 7,122,000円

(注)１ 従業員数は契約社員を除いた就業人員数であります。

    ２ 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。

また、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

当期の国内経済は、厳しい雇用・所得環境が続く中、緩やかなデフレ状況にあり、国内民間需要の自

律的回復力は依然として弱かったものの、海外経済の回復や景気刺激策の効果により、企業の輸出や生

産が回復に向かい、個人消費も持ち直しの動きが継続しました。　

この間の国内株式市場は、概ね回復基調となりましたが、前期の急落相場による顧客資産の減少と投

資マインドの低下の影響が尾を引き、稼動顧客数・稼働資産が低水準のまま回復に至らず、株式売買等

による受入手数料は減少、前期比34百万円減の１億26百万円となりました。昨年７月に大阪証券取引所

が開始した外国為替証拠金取引「大証ＦＸ」を機に、インターネット取引に参入いたしました。また、

本年４月には当社初の私募投信の販売も開始するなど投資家の幅広いニーズにお応えできるよう体制

の整備をはかっております。

自己売買部門では、市場の変動幅が小幅で推移したこともあり、厳しい相場局面から、トレーディン

グ損益は、前期比３億78百万円減の６億49百万円と大きく減少しました。また金融収益は、前期比19百

万円減の98百万円となり、営業収益は前期比４億34百万円減の８億87百万円となりました。　

一方、販売費・一般管理費は、12億45百万円と前期に比べ２億35百万円減少いたしました。 

その結果、当期の営業損失は３億88百万円（前期営業損失１億75百万円）、経常損失は３億47百万円

（前期経常損失１億35百万円）、当期純利益は35百万円（前期純利益70百万円）となりました。

　

(1) 業績の概況

①　受入手数料

　

期別 種類
株券
(百万円)

債券
(百万円)

受益証券
(百万円)

外国為替
証拠金取引
（百万円）

その他
(百万円)

計
(百万円)

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

委託手数料 137 0 5 ― ― 143

引受け・売出し・特定
投資家向け売付け勧誘
等の手数料

― ― ― ― ― ―

募集・売出し・特定投
資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

0 0 0 ― ― 0

その他の受入手数料 3 10 2 ― 0 17

計 141 11 7 ― 0 160

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

委託手数料 116 1 3 0 ― 121

引受け・売出し・特定
投資家向け売付け勧誘
等の手数料

― ― ― ― ― ―

募集・売出し・特定投
資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

0 0 0 ― ― 0

その他の受入手数料 3 0 0 ― 0 4

計 120 1 4 0 0 126
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委託手数料

当社の株式委託売買高は、金額で219億円（前期比101.2％）、株数で61百万株（同142.4％）となり、

株券委託手数料は、1億16百万円（同84.8％）となりました。

また、債券委託手数料は、1百万円（同135.6％）、外国為替証拠金取引委託手数料は0.4百万円（同

―）となりました。

　

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、0.2百万円（前期比69.4％）となり、

その他の受入手数料は、4百万円（同27.9％）となりました。

　

②　トレーディング損益

　

　

第49期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等トレーディング損益 946 27 974 698 △55 643

債券等・その他の
トレーディング損益

104 △50 54 34 △28 6

　(債券等トレーディング損益) (109) (△50) （59) (34) (△28) （6)

　(その他のトレーディング損益) (△5) (―) (△5) (0) (―) (0)

計 1,051 △22 1,028 733 △83 649

　

当期のトレーディング損益は、6億49百万円の利益（前期比63.2％）となりました。このうち株券等

トレーディング損益については、6億43百万円の利益（同66.1％）、債券等・その他のトレーディング

損益は、6百万円の利益（同11.4％）となりました。

　

　

③　金融収支

金融収益は98百万円（前期比83.6％）となりました。また、金融費用は31百万円（同186.6％）とな

り、金融収支は67百万円（同66.5％）となりました。

　

　

④　販売費・一般管理費

引続き経費の削減と効率経営に努めた結果、販売費・一般管理費は12億45百万円（前期比84.1％）

となりました。

　

　

⑤　特別損益

当期の特別損益の合計は、３億86百万円の利益となりました。これは主に投資有価証券の売却による

ものであります。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益が38百万円となり、

また、預り金及び受入保証金、信用取引資産の増加等による収入により、当期末の残高は93億49百万円と

前期末に比べ11億72百万円増加いたしました。

　

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期の営業活動により資金は10億76百万円増加（前期は81億27百万円の増加）しました。これは、主と

して預り金及び受入保証金の増加による収入が13億34百万円、信用取引負債の減少による支出が３億16

百万円あったこと等によるものです。

　

投資活動によるキャッシュ・フロー

当期の投資活動により資金は２億91百万円増加（前期は１億10百万円の増加）しました。これは、投資

有価証券の売却による収入が６億44百万円、投資有価証券の取得による支出が２億45百万円あったこと

等によるものです。

　

財務活動によるキャッシュ・フロー

当期の財務活動により資金は１億94百万円減少（前期は３億95百万円の減少）しました。これは配当

金の支払による支出が１億88百万円、自己株式の取得による支出が６百万円あったこと等によるもので

す。

　

(3) トレーディング業務の概要

　

　

第49期
(平成21年３月31日)

第50期
(平成22年３月31日)

(百万円) (百万円)

資産 　 　

商品有価証券等 2,840 2,769

株券等トレーディング商品 670 845

債券等トレーディング商品 2,170 1,923

その他トレーディング商品 ― ―

デリバティブ取引 176 47

オプション取引 46 20

先物取引 129 27

計 3,017 2,816

負債 　 　

商品有価証券等 201 120

株券等トレーディング商品 201 120

債券等トレーディング商品 ― ―

その他トレーディング商品 ― ―

デリバティブ取引 25 46

オプション取引 9 36

先物取引 16 9

計 226 167

　

EDINET提出書類

光世証券株式会社(E03793)

有価証券報告書

 9/79



(4) 自己資本規制比率

　

　

第49期
(平成21年３月31日)

第50期
(平成22年３月31日)

(百万円) (百万円)

基本的項目 (Ａ) 16,946 16,793

補完的項目

金融商品取引責任
準備金

　 3 2

一般貸倒引当金 　 ― ―

評価差額金等 　 319 307

計 (Ｂ) 322 310

控除資産 (Ｃ) 5,771 5,625

固定化されていない自己資本の額

(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)
(Ｄ) 11,498 11,479

　 市場リスク相当額 　 143 206

リスク相当額 取引先リスク相当額　 44 35

　 基礎的リスク相当額　 314 282

計 (Ｅ) 502 525

自己資本規制比率(Ｄ)／(Ｅ)×100(％) 2,287.0 2,185.8

(注)　上記は金融商品取引法の規定にもとづき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」および「金融庁告示第59号」

の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。
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２ 【有価証券の売買等業務の状況】

(1) 有価証券の売買の状況(先物取引を除く)

最近２事業年度における有価証券の売買の状況(先物取引を除く)は、次のとおりであります。

①　株券

　

　 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

21,644 270,202 291,846

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

21,914 129,674 151,588

　

②　債券

　

　 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

192 11,004 11,196

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

592 673 1,265

　

③　受益証券

　

　 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

9,980 101,738 111,718

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

4,041 82,575 86,616

　

④　その他

　

　

新株引受権証書
(新株予約権
証券を含む)
(百万円)

外国新株
予約権証券
(百万円)

コマーシャル・
ペーパー
(百万円)

外国証書
 

(百万円)

その他
 

(百万円)

合計
 

(百万円)

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

― ― ― ― ― ―

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

― ― ― ― ― ―
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(受託取引の状況)

上記のうち、受託取引の状況は、次のとおりであります。

　

　

新株引受権証書
(新株予約権
証券を含む)
(百万円)

外国新株
予約権証券
(百万円)

コマーシャル・
ペーパー
(百万円)

外国証書
 

(百万円)

その他
 

(百万円)

合計
 

(百万円)

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

― ― ― ― ― ―

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

― ― ― ― ― ―

　

(2) 証券先物取引等の状況

最近２事業年度における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。

①　株式に係る取引

　

　

先物取引(百万円) オプション取引(百万円)

合計(百万円)
受託 自己 受託 自己

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

752 8,930,049 22,570 3,259,31812,211,938

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

10,961 7,590,385 1,689 1,787,7089,390,744

　

②　債券に係る取引

　

　

先物取引(百万円) オプション取引(百万円)

合計(百万円)
受託 自己 受託 自己

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

― 5,418,994 ― ― 5,418,994

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

― 2,720,082 ― ― 2,720,082
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３ 【有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及

び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況】

最近２事業年度における有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証

券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の状況は、次のとおりであります。

(1) 株券

（単位：千株、百万円）

　
引受高 売出高

特定投資家
向け売付け
勧誘等の
総額

募集の
取扱高

売出しの
取扱高

私募の
取扱高

特定投資家
向け売付け
勧誘等の
取扱高

株数 金額 株数 金額 株数 金額 株数 金額 株数 金額 株数 金額 株数 金額

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

内国
株券

― ― ― ― ― ― ― ― 0 2 ― ― ― ―

外国
株券

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

内国
株券

― ― ― ― ― ― 0 1 ― ― ― ― ― ―

外国
株券

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

　

(2) 債券

（単位：百万円）

期別 種類 引受高 売出高

特定投資家
向け売付け
勧誘等の
総額

募集の
取扱高

売出しの
取扱高

私募の
取扱高

特定投資家
向け売付け
勧誘等の
取扱高

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

国債 ― ― ― 45 ― ― ―

地方債 ― ― ― ― ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ―

外国債券 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― 45 ― ― ―

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

国債 ― ― ― 5 ― ― ―

地方債 ― ― ― ― ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ―

外国債券 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― 5 ― ― ―
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(3) 受益証券

（単位：百万円）

期別 種類 引受高
 

売出高
 

特定投資家
向け売付け
勧誘等の
総額

募集の
取扱高
 

売出しの
取扱高
 

私募の
取扱高
 

特定投資家
向け売付け
勧誘等の
取扱高

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

株式
投信

単位型 ― ― ― ― ― ― ―

追加型 ― ― ― 1 ― ― ―

公社債
投信

単位型 ― ― ― ― ― ― ―

追加型 ― ― ― 40 ― ― ―

外国投信 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― 42 ― ― ―

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

株式
投信

単位型 ― ― ― 9 ― ― ―

追加型 ― ― ― ― ― ― ―

公社債
投信

単位型 ― ― ― ― ― ― ―

追加型 ― ― ― 443 ― ― ―

外国投信 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― 452 ― ― ―

　

(4) その他

（単位：百万円）

期別 種類 引受高 売出高

特定投資家
向け売付け
勧誘等の
総額

募集の
取扱高

売出しの
取扱高

私募の
取扱高

特定投資家
向け売付け
勧誘等の
取扱高

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

コマーシャル・
ペーパー

― ― ― ― ― ― ―

外国証書 ― ― ― ― ― ― ―

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

コマーシャル・
ペーパー

― ― ― ― ― ― ―

外国証書 ― ― ― ― ― ― ―

　

４ 【その他の業務の状況】

最近２事業年度におけるその他の業務の状況は、次のとおりであります。

(1) 公社債の払込金の受入れおよび元利金支払の代理業務状況

　

　
払込金の受入額
(百万円)

元金の支払額
(百万円)

利金の支払額
(百万円)

元利金の支払額合計
(百万円)

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

195 78 8 87

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

226 145 13 158
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(2) 証券投資信託受益証券の収益金、償還金および一部解約金支払の代理業務状況

　

　
収益金支払額
(百万円)

償還金支払額
(百万円)

解約金支払額
(百万円)

第49期
(自　平成20年４月
至　平成21年３月)

7 1 6

第50期
(自　平成21年４月
至　平成22年３月)

5 ― 34

　

(3) 有価証券の保護預り業務

　

期別 区分
株券
(千株)

債券
(百万円)

受益証券 その他

第49期
(平成21年３月31日)

内国
有価証券

61,2501,245

単位型 　
株式 ―千口 新株引受権証書

(新株予約権証券を含む)
―千ワラント

公社債 ―千口

追加型 　

株式 173,440千口

コマーシャル・ペーパー ―百万円ETF 584千口

公社債 290,192千口

外国
有価証券

782 431
会社型 　 　 ―千株

新株引受権証書
(新株予約権証券を含む)

―千ワラント

契約型 　 　 ―千口 外国証書 ―百万円

第50期
(平成22年３月31日)

内国
有価証券

80,1451,092

単位型 　
株式 ―千口 新株引受権証書

(新株予約権証券を含む)
―千ワラント

公社債 ―千口

追加型 　

株式 138,700千口

コマーシャル・ペーパー ―百万円ETF 549千口

公社債 504,080千口

外国
有価証券

811 273
会社型 　 　 ―千株

新株引受権証書
(新株予約権証券を含む)

―千ワラント

契約型 　 　 ―千口 外国証書 ―百万円

　

(4) 有価証券の貸借およびこれにともなう業務状況(信用取引に係る顧客への融資および貸株)

　

　

顧客の委託にもとづいて行った融資額と
これにより顧客が買付けている株数

顧客の委託にもとづいて行った貸株数と
これにより顧客が売付けている代金

株数(千株) 金額(百万円) 株数(千株) 金額(百万円)

第49期
(平成21年３月31日)

2,523 631 717 1,174

第50期
(平成22年３月31日)

2,933 1,287 341 292

　

(5) その他の商品の売買の状況

該当事項はありません。

　

(6) その他

 有価証券に関する常任代理業務

外国投資家のための有価証券の取得または処分の申請手続代行ならびにこれらに付随する代理業務

をおこなっております。
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５ 【対処すべき課題】

当社は、「対面営業」により投資家との長期的な信頼関係の構築を重視しており、人材の確保と育成、弁

護士・税理士などの専門家とのタイアップ等により、投資家一人ひとりのライフプランに合わせたオー

ダーメードな提案ができる営業体制の整備ならびに向上に努めております。

また、ハイネットワースを対象とした商品の品揃えの一環として、従来までの個人投資家向け投資信託で

はあまり設定が見られなかった海外私募投信の取扱いを開始するなど、厳選した金融商品の提供を推進し

てまいります。

　

６ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には有価証券報告書提出日現在、以下のようなものがあります。

　なお当社は、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避および発生した場合の対応に最大

限の努力をする所存です。また、下記事項には将来に関するものが含まれますが、当該事項は発表日現在に

おいて判断したものであり、事業のリスクはこれらに限られるものではありません。

(1) 金融商品取引業としての収益変動

当社の主たる収益は、次の委託手数料とトレーディング収益により構成されており、それぞれの変動要因

を抱えています。

①　委託手数料

証券市場の売買代金額の多募や市場動向および経済環境などにより、大きく変動する場合があります。

②　トレーディング収益

取扱い金融商品の相場水準やボラティリティ（価格変動率）等の予期できない変動により損失を被る

可能性があります。

　

(2) 貸倒れリスク

当社の取引先の信用不安に予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、追加的な損失や引当の計上が必要となる

場合には、当社の業績および財務状況に悪影響を与える可能性があります。なお、貸倒リスクをともなうお

それのある取引としまして、信用取引、先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引等があります。

　

(3) オペレーショナル・リスク

業務処理のプロセスや不適切な役職員の行動、および災害の発生等により、当社に対する賠償請求や信用

の低下が生じ、当社の業績および財務状況に悪影響を与える可能性があります。

　

(4) システムリスク

当社が業務上使用するコンピュータ・システムにおいては、システム面のハード、ソフトの不具合および

人為的ミスの他、回線障害、コンピュータウィルス、コンピュータ犯罪、災害等により機能不全が原因で当社

業務遂行に障害が発生することとなった場合、お客様からの注文の処理をすることができなくなり、当社の

業務および財務状況に悪影響を与える可能性があります。
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(5) 外国為替レートの変動

当社がおこなう海外市場との取引等によっては、為替レートにより円換算後の価値が影響を受ける可能

性があります。また、当社は、通貨変動に対するヘッジなどを通じて、為替の変動による影響を最小限に止め

る措置を講じていますが、予測を超えた為替変動が当社の業績および財務状況に影響を与える可能性があ

ります。

　

７ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

８ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

　

９ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)重要な会計方針および見積もり

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準にもとづき作成しており

ます。この財務諸表の作成にあたっては、後述の「経理の状況」の「重要な会計方針」をご参照ください。

　

(2) 財政状態の分析

当期末の総資産合計は、224億26百万円（前期末217億28百万円）となり、前期比６億98百万円増加しまし

た。

流動資産は、160億69百万円（前期末152億78百万円）となり、前期比７億91百万円増加いたしました。流

動資産の増加の主な要因は現金・預金の増加によるものであります。

固定資産は63億56百万円（前期末64億49百万円）となり、前期比92百万円減少いたしました。固定資産の

減少の主な要因は資産の減価償却によるものであります。

当期末の負債合計は51億36百万円（前期末42億73百万円）となり、前期比８億62百万円増加しました。

流動負債は、46億98百万円（前期末38億51百万円）となり、前期比８億47百万円増加しました。流動負債

の増加の主な要因は受入保証金の増加によるものであります。

固定負債は、４億35百万円（前期末４億18百万円）となり、16百万円増加いたしました。

当期末の純資産の残高は、172億89百万円（前期末174億54百万円）となり、前期比1億64百万円減少しま

した。

その減少の主な要因は、利益剰余金が９億90百万円（前期末11億43百万円）と前期比１億53百万円減少

したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は77.1％となりました。

また、期末発行済株式総数に基づく１株当たり純資産額は、183円71銭（前期末185円40銭）となりまし

た。
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(3) 当事業年度の経営成績の分析

当社の主な収益の源泉は、トレーディング損益、委託手数料、信用取引収益であります。当期の営業収益

は、前期に比べ４億34百万円減少し、８億87百万円となりました。

内訳は、トレーディング損益が６億49百万円（前期10億28百万円）、受入手数料が１億26百万円（前期１

億60百万円）、信用取引収益が45百万円（前期32百万円）であります。一方、販売費・一般管理費は、12億45

百万円（前期14億81百万円）となりました。これに営業外収益41百万円（前期41百万円）、営業外費用０百

万円（前期０百万円）を計上した結果、経常損失が３億47百万円となりました。

特別利益として投資有価証券売却益を４億27百万円計上し、特別損失として固定資産除却損43百万円計

上いたしました。以上により、税引前当期純利益は38百万円（前期73百万円）、法人税、住民税及び事業税を

差し引いた当期純利益は35百万円（前期70百万円）となりました。

　

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社の主たる事業である金融商品取引業は、経済情勢や相場環境の変動による影響を大きく受けます。今

後においてもこのような要因で経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　

(5) 資本の財源および資金の流動性に関しての分析

当期における現金及び現金同等物は、税引前当期純利益は38百万円となりましたが、預り金および受入保

証金の減少等による収入により、当期末残高は93億49百万円と前期末に比べ11億72百万円増加いたしまし

た。具体的詳細については、第２[事業の状況]１[業績等の概要](2）キャッシュ・フローの状況に記載して

おります。

　

(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社は、「対面営業」により投資家との長期的な信頼関係の構築を重視しており、人材の確保と育成、弁

護士・税理士などの専門家とのタイアップ等により、投資家一人ひとりのライフプランに合わせたオー

ダーメードな提案ができる営業体制の整備ならびに向上に努めております。また、ハイネットワースを対象

とした商品の品揃えの一環として、従来までの個人投資家向け投資信託ではあまり設定が見られなかった

海外私募投信の取扱いを開始するなど、厳選した金融商品の提供を推進してまいります。さらに、法令・社

会規範・倫理を遵守するコンプライアンスとリスクマネジメントを一体として推進し、そして社会貢献活

動などの取り組みを通じ、社会から信頼と共感を得られるよう努めてまいります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当期は、発注システムの入替え等により、総額１億２百万円の設備投資をおこなっております。　　

　

２ 【主要な設備の状況】

平成22年３月31日現在

事業所名 所在地

土地 建物
従業員数
(人)

面積(㎡) 帳簿価額(百万円) 延面積(㎡) 帳簿価額(百万円)

本店 大阪市中央区 494.74 1,089 3,979.33 1,099 36

東京支店 東京都中央区 292.68 1,132 2,104.19 550 20

京都研修所 京都市左京区 1,209.74 287 779.74 36 ―

天王山寮 大阪府三島郡 969.89 63 ― 0 ―

国立寮 東京都国立市 220.39 75 358.20 37 ―

市川寮 千葉県市川市 525.21 133 585.77 90 ―

その他 　 94.66 49 246.72 35 ―

計 　 3,807.31 2,829 8,053.95 1,849 56

(注) １　建物の帳簿価額には、附属設備を含んでおります。

２　上記の土地、建物の他に、器具備品があります。

　

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

② 【発行済株式】
　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年６月29日)

上場金融商品取引所名
または登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 94,864,00094,864,000

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

(注)

計 94,864,00094,864,000― ―

(注) １　発行済株式はすべて、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

２　単元株式数は1,000株であります。
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(2) 【新株予約権等の状況】

会社法にもとづき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

平成21年６月26日　取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成22年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年５月31日)

新株予約権の数(個) 500 (注)１ 500 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 500,000 500,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり126 (注)２ １株当たり126 (注)２

新株予約権の行使期間
平成23年７月１日～
平成26年６月30日

平成23年７月１日～
平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)３ (注)３

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、本件新株予
約権の行使時において、当社
の取締役、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、当社の取締役もし
くは監査役を任期満了により
退任した場合のほか、定年退
職その他正当な理由のある場
合にはこの限りではない。

　新株予約権者は、本件新株予
約権の行使時において、当社
の取締役、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、当社の取締役もし
くは監査役を任期満了により
退任した場合のほか、定年退
職その他正当な理由のある場
合にはこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の決議による承
認を要するものとする。

当社取締役会の決議による承
認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)４ (注)４

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
　
　

２　新株予約権の発行後、当社が、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

新株発行時の時価

既発行株式数＋新株発行株式数

　

３　①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

　　②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　
　　　４　組織再編成行為時の取扱い

　当社が合併により消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる

株式交換契約書承認の議案、もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社取締役会が別途

定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以降の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありま

せん。　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成５年７月16日 ― 94,864 2,320 12,000 △2,320 4,094

(注)　資本金等の増減は、資本準備金の一部2,320百万円を資本に組み入れたものであります。

　

(6) 【所有者別状況】
平成22年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

1 24 28 96 35 ― 7,0657,249 ―

所有株式数
(単元)

1 8,941 608 51,0241,136 ― 32,67594,385479,000

所有株式数
の割合(％)

0.00 9.47 0.65 54.06 1.20 ― 34.62100.00 ―

(注) 1　自己株式787,207株は、「個人その他」に787単元、「単元未満株式の状況」に207株含めて記載しております。

なお、自己株式787,207株は、株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数でもあります。

2　上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
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(7) 【大株主の状況】
平成22年３月31日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社　巽也蔵 東京都港区南青山６丁目８番16号 19,698 20.76

株式会社　巽事務所 大阪府大阪市中央区北浜二丁目１番10号 15,545 16.39

株式会社　巽丸 東京都港区高輪２丁目14番23 8,493 8.95

株式会社　哲学の道文庫
京都府京都市左京区鹿ヶ谷寺ノ前町
21番地２

6,152 6.49

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口４)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,966 4.18

巽　　　大　介 東京都港区 2,020 2.13

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,547 1.63

光世証券株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目１番10号 787 0.83

黒　川　昭　登 京都府京都市下京区 666 0.70

振　角　典　子 東京都品川区 610 0.64

計 ― 59,485 62.70

(注)　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４)および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信

託口)の持株数は、すべて信託業務にかかる株数であります。
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 787,000

― ―

完全議決権株式(その他) 　普通株式 93,598,000 93,598 ―

単元未満株式 　普通株式 479,000 ―      １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 94,864,000 ― ―

総株主の議決権 ― 93,598 ―

(注) １　「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。

２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)

含まれております。

３　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式207株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
光世証券株式会社

大阪市中央区北浜二丁目
１番10号

787,000― 787,000 0.82

計 ― 787,000― 787,000 0.82
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(9) 【ストック・オプション制度の内容】

　

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法にもとづき、平成21年６月26日の取締役会において決議されたものであります。当該制

度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日 平成21年６月26日

付与対象者の区分及び人数 取締役、監査役および従業員　　合計41名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 500,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき126円

新株予約権の行使期間 平成23年７月１日～平成26年６月30日

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、本件新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査
役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしく
は監査役を任期満了により退任した場合のほか、定年退職その他正当な
理由のある場合にはこの限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

(注)２

(注)　１.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　
　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額
を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株あたり払込金額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新株発行株式数

　　　２.組織再編成行為時の取扱い

　当社が合併により消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる

株式交換契約書承認の議案、もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社取締役会が別途

定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

　

(10)【従業員株式所有制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 66,828 6,743,986
　 　 　

当期間における取得自己株式 647 65,755

(注)  当期間における取得自己株式には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(―) ― ― ― ―
　 　 　 　 　

保有自己株式数 787,207　　　　　　　― 787,854　　　　　　　―

(注)  当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、継続的かつ安定的に配当をおこなうことを念頭に、資本増強の観点から内部留保の充実にも配慮

することを心がけ、総合的な観点から株主価値の向上を目指すことを基本方針としております。当社の剰余

金の配当は、年１回の期末配当としており、配当の決定機関は株主総会であります。内部留保金につきまし

ては、安定的な経営基盤の構築と今後の事業展開のために使用していく方針であります。以上の方針にもと

づき当期の配当は１株当たり２円の配当を実施することを決定いたしました。なお、当期の純資産配当率は

1.09％となります。

　

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 188利益剰余金 2.0平成22年３月31日 平成22年６月30日

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高(円) 338 305 203 137 137

最低(円) 190 161 100 67 79

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年10月 平成21年11月 平成21年12月 平成22年１月 平成22年２月 平成22年３月

最高(円) 110 100 97 110 100 105

最低(円) 90 82 86 90 92 92

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

　 巽　　　大　介 昭和39年５月17日

平成９年12月 当社入社理事

(注)1 2,020平成10年６月 当社取締役 社長室長委嘱

平成12年６月 当社代表取締役社長(現任)

取締役

管理部門兼監査
室兼人事・秘書
室兼内部統制監
査室担当

小　河　伸　二 昭和21年６月８日

昭和47年10月 当社入社

(注)1 10

昭和62年４月 当社経理部長

昭和62年12月 当社取締役

平成11年６月 当社監査役

平成12年６月 当社取締役(現任)

平成20年６月 株式会社亀山社中代表取締役（現

任）

平成21年10月 管理部門兼監査室兼人事・秘書室

兼内部統制監査室担当（現任）

取締役 　 山　本　將　晴 昭和45年１月８日

平成14年２月 税理士登録

(注)2 212平成14年９月 山本会計事務所所長（現任）

平成20年６月 当社取締役(現任)

監査役
（常勤）

　 田　中　秀　明 昭和23年８月２日

昭和61年７月 当社入社

(注)3 4
昭和63年５月 当社社長室長兼総務部長

平成６年６月 当社取締役

平成20年６月 当社監査役(現任)

監査役 　 児　玉　憲　夫 昭和10年10月３日

昭和37年４月 弁護士登録

(注)4 ―

平成11年４月 新世綜合法律事務所所長(現任)

平成12年４月 大阪弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

平成16年６月 当社監査役(現任)

監査役 　 村　形　　　聡 昭和39年６月16日

昭和62年９月 監査法人中央会計事務所入所

(注)5 ―

平成３年12月 公認会計士登録

平成７年10月 村形会計事務所設立(現任)

平成19年８月 税理士法人ゼニックス・コンサル

ティング設立　ＣＥＯ（現任）

平成21年6月 当社監査役（現任）

計 2,247

(注)　１　取締役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

 ２　取締役 山本　將晴は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。取締役の任期は、平成22年３月期

に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３　監査役 田中　秀明の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。

 ４　監査役 児玉　憲夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。監査役の任期は、平成20年３月期

に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ５　監査役 村形 聡は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。監査役の任期は、平成21年３月期に

係る定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ６　当社は、業務執行の迅速性・効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。

平成22年３月31日現在の執行役員は２名で、市場営業部門担当兼トレーディンググループ担当増山哲史、市場

営業部門営業グループ担当西川雅博で構成されております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの価値の総体である企業価値の最

大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。そのために、

迅速な意思決定や柔軟な組織運営に努めて、各部門間、部門内の相互連携、相互牽制をはかりコンプライ

アンスを徹底しております。今後も、社会環境・法制度等の変化に応じて、当社のフレキシビリティを十

全に機能させ、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に向け、必要な見直しをおこなっていく方針で

す。

① 当該企業統治の体制を採用する理由

・取締役の人数を組織規模に合わせ、十分な意思疎通と権限・責任の明確化を確立させるよう配慮し

ております。

・内部統制面への配慮として適切な部門間の相互牽制とコンプライアンスの徹底を主眼においたフ

ラットな体制の構築に努めております。

　このような理由から、迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性、客観性を確保できると判断し、

現在の企業統治体制を採用しております。

　

　

② 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況

イ　会社の機関の基本説明

EDINET提出書類

光世証券株式会社(E03793)

有価証券報告書

29/79



監査役制度を採用しております。

社外取締役は取締役３名中１名（非常勤)、社外監査役は監査役３名中２名(非常勤)であります。

顧問弁護士は１弁護士事務所と顧問契約、顧問税理士は１税理士事務所と顧問契約を締結しており、

必要に応じてアドバイスを受けております。会計監査人として１監査法人と、会計監査契約を締結して

おります。

ロ　会社の機関および内部統制システムの整備の状況

取締役会において経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定を行うとともに監査役が各取締役

の業務執行状況を監督しております。監査役は適切な提言・助言を行いつつ内部牽制機能が働くよう

に心掛けております。

また、内部統制を形作るコンプライアンス面の強化を継続して行っております。

ハ　責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および社外監査役全員との間に、会社法第427条第１項の規定にもとづき、会社法

第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく賠償責任の限度額

は、法令が定める額としております。

　

③ リスク管理体制の整備の状況

市場リスクに関してはトレーディングの損益状況を部門管理者がモニタリングするとともに、取引商

品・ポジションの権限においても規定を定めております。金融商品および取引先の信用リスクに関して

も規定を設け厳密に管理しております。

また、業務マニュアルとプロセスの改善を適宜おこない、ミスによる損失の発生を極小化するよう努め

ております。

　

④ 内部監査および監査役監査、会計監査の状況

監査役は、取締役会に出席し取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行

状況および取締役会の監督義務の履行状況を監視するなど取締役が内部統制システムを適切に構築し運

用しているかを監視しております。また、会計監査人から職務の執行が適正におこなわれていることを確

保するための体制の整備状況、会社法および金商法にもとづく監査計画、監査体制、会計監査結果、有価証

券報告書および財務報告内部統制報告書監査結果について報告を受けるとともに、適宜、質疑応答、意見

交換をおこない相互連携をはかっております。その他、監査室がおこなう臨店検査等の検査結果について

報告を受け、質疑応答による相互連携をはかっております。毎週開かれる業務執行会議の内容の報告も受

けております。

  内部統制監査室は、内部統制の有効性の把握・評価について監査役、監査室、会計監査人と適宜、質疑応

答、意見交換をおこない相互連携をはかっております。

　会計監査人については、あずさ監査法人を選任しており、同監査法人により適切な監査が実施されてお

ります。これらの監査結果については監査役会を年間４回以上開催し情報の共有に努めております。
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なお、業務を執行した公認会計士の氏名については次のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名 継続監査年数

姫　岩　康　雄 　　４年

榎　本　　　浩 　　１年

監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりです。

監査業務に係る補助者の構成 人数

公認会計士 　　２名

その他 　　10名

　

⑤ 社外取締役および社外監査役との関係

当社の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。

当社と社外取締役山本將晴氏との間には人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係が無

く、客観的な立場から職務を適切に遂行しております。山本將晴氏は税理士として、税務、財務、経理面の

専門的知識を有しており、コーポレート・ガバナンスの向上をはかるにあたり、社外取締役として独立し

た立場から取締役会の意思決定に重要な役割を果たしております。また、東京証券取引所に対して、独立

役員として届け出ております。

当社と社外監査役児玉憲夫、村形聡の両氏との間には人的関係、資本的関係および取引関係その他の利

害関係はありません。児玉憲夫氏は弁護士の資格を有しており、専門的見地から取締役会・監査役会にお

いて適切な発言をしております。村形聡氏は公認会計士、税理士の資格を有しており、財務および会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会において、監査室から臨店検査等、管理部門担当

役員から会計監査人による監査結果等および内部統制監査室から財務報告に係る内部統制の有効性を把

握、評価の報告を受け、中立的・専門的な観点から助言や提言をおこない相互連携に努めております。

なお、社外取締役および社外監査役が所有する株式数については「５[役員の状況]」に記載しており

ます。

こうした、社外取締役および社外監査役を選任することで、経営の監視、監督に必要な体制が整備され

ております。
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⑥ 役員報酬の内容

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

　

氏名
(役員区分)

報酬等の
総額
(百万円)

報酬等の種類別の額(百万円) 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 ストック・オプション 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

74 60 0 13 2

監査役
(社外監査役を除く)

7 6 0 0 1

社外役員 5 4 0 ― 4

　

ロ  提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

ハ  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

　

ニ  役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役報酬限度額は、株主総会の決議において年額２億5,000万円以内、監査役報酬限度額

も株主総会の決議において年額3,000万円以内と決議いただいております範囲内において決定しま

す。その他、ストック・オプションならびに退職慰労金で構成しており、株式報酬型ストック・オプ

ションとして、当社の業績向上による株価の上昇と直接連動することから、業績向上への意欲の高ま

りが期待される内容となっており、また、退職慰労金においては、社内内規にもとづき、役位別報酬月

額に役位別在位年数および役位別係数を乗じた支給見込額を計上しております。
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⑦  株式の保有状況

イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                       　　 ６銘柄

貸借対照表計上額の合計額  　７億80百万円

　

ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式

　

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

大阪証券取引所 1,475 721取引関係の維持

日本電通 153,000 37取引関係の維持

日本証券金融 15,000 10取引関係の維持

大阪証券金融 52,500 10取引関係の維持

きんでん 963 0 取引関係の維持

JBISホールディングス 1,300 0 取引関係の維持

　

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

　

　

前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

上場株式 ― ― ― ― ―

非上場株式 ― 54 7 ― ―

　

⑧ その他

イ　取締役の定数

当社の取締役は８名以内とする旨を定款に定めております。

　

ロ　自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように会社法第165条第２項の規

定にもとづき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款

で定めております。

　

ハ　取締役および監査役の責任免除

当社は、取締役会の決議により、法令の定める限度において、取締役および監査役の任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあた

り役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
もとづく報酬(百万円)

非監査業務に
もとづく報酬(百万円)

監査証明業務に
もとづく報酬(百万円)

非監査業務に
もとづく報酬(百万円)

提出会社 18 １ 18 1

計 18 １ 18 1

　

② 【その他重要な報酬の内容】

前事業年度　　記載すべき該当事項はありません。

当事業年度　　記載すべき該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度

当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、「顧客資産の分別管理に関す

る業務委託契約にかかる報酬」であります。

当事業年度

当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、「顧客資産の分別管理に関す

る業務委託契約にかかる報酬」であります。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

当社における監査報酬については、監査計画にもとづき監査日数等を勘案したうえで、監査役会の同

意を得て決定しております。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以

下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第２条の規定にもとづき、「金融商品取引業等に関する内

閣府令」（平成19年内閣府令第52号）および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（平成19年９月

18日　日本証券業協会自主規制会議）に準拠して作成しております。

なお、第49期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則にも

とづき、第50期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則にも

とづいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定にもとづき、第49期事業年度(平成20年４月１日から平

成21月31日まで)および第50期事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)の財務諸表につい

て、あずさ監査法人の監査を受けております。

　

３　連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金およびキャッシュ・フローその他の項目からみて、当

企業集団の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度

に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

資産基準 0.0％

売上高基準 0.0％

利益基準 0.1％

利益剰余金基準 0.4％

会社間項目の消去後の数値により算出しております。

　

４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するため次のような取組みをおこなっております。具体的には、公益

財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の内容および変更等について的確に情報収集の把握につ

とめるため、セミナーへ参加しております。

　

　

EDINET提出書類

光世証券株式会社(E03793)

有価証券報告書

35/79



１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 8,176 9,349

預託金 1,386 1,436

トレーディング商品 ※2
 3,017

※2
 2,816

商品有価証券等 2,840 2,769

デリバティブ取引 176 47

約定見返勘定 533 527

信用取引資産 2,094 1,766

信用取引貸付金 631 1,287

信用取引借証券担保金 1,462 478

有価証券担保貸付金 － 100

借入有価証券担保金 － 100

立替金 0 0

顧客への立替金 0 0

短期貸付金 1 1

前払金 4 4

前払費用 17 12

未収入金 4 5

未収収益 24 17

短期差入保証金 16 31

流動資産計 15,278 16,069

固定資産

有形固定資産 ※1
 4,866

※1
 4,831

建物 1,910 1,849

器具備品 121 142

土地 2,828 2,829

建設仮勘定 5 9

無形固定資産 214 148

ソフトウエア 184 125

ソフトウエア仮勘定 6 －

電話加入権 23 23

投資その他の資産 1,368 1,376

投資有価証券 ※2
 825

※2
 834

関係会社株式 7 7

長期立替金 91 90

その他 692 690

貸倒引当金 △248 △246

固定資産計 6,449 6,356

資産合計 21,728 22,426
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 226 167

商品有価証券等 201 120

デリバティブ取引 25 46

信用取引負債 1,253 936

信用取引借入金 ※2
 79

※2
 644

信用取引貸証券受入金 1,174 292

受取差金勘定 119 16

預り金 618 551

顧客からの預り金 607 539

その他の預り金 11 12

受入保証金 1,542 2,944

未払金 9 8

未払費用 46 43

未払法人税等 20 20

賞与引当金 14 10

流動負債計 3,851 4,698

固定負債

繰延税金負債 219 211

退職給付引当金 52 63

役員退職慰労引当金 144 158

その他の固定負債 2 1

固定負債計 418 435

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※4
 3

※4
 2

特別法上の準備金計 3 2

負債合計 4,273 5,136

純資産の部

株主資本

資本金 12,000 12,000

資本剰余金

資本準備金 4,094 4,094

資本剰余金合計 4,094 4,094

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 1,000 800

繰越利益剰余金 143 190

利益剰余金合計 1,143 990

自己株式 △102 △109

株主資本合計 17,135 16,975

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 319 307

評価・換算差額等合計 319 307

新株予約権 － 6

純資産合計 17,454 17,289

負債・純資産合計 21,728 22,426
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

営業収益

受入手数料 160 126

委託手数料 143 121

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

－ －

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

0 0

その他の受入手数料 17 4

トレーディング損益 ※1
 1,028

※1
 649

金融収益 ※2
 118

※2
 98

その他の営業収益 14 12

営業収益合計 1,322 887

金融費用 ※3
 16

※3
 31

純営業収益 1,305 856

販売費・一般管理費

取引関係費 ※4
 207

※4
 176

人件費 ※5
 711

※5
 559

不動産関係費 ※6
 193

※6
 196

事務費 ※7
 30

※7
 24

減価償却費 212 169

租税公課 ※8
 95

※8
 93

その他 ※9
 29

※9
 26

販売費・一般管理費計 1,481 1,245

営業損失（△） △175 △388

営業外収益 ※10
 41

※10
 41

営業外費用 ※10
 0

※10
 0

経常損失（△） △135 △347

特別利益

投資有価証券売却益 171 427

固定資産売却益 ※11
 1

※11
 0

貸倒引当金戻入額 0 1

金融商品取引責任準備金戻入 42 0

特別利益計 216 429

特別損失

固定資産除却損 ※12
 0

※12
 43

固定資産売却損 － ※13
 0

投資有価証券売却損 － 0

前期損益修正損 6 －

特別損失計 7 43

税引前当期純利益 73 38

法人税、住民税及び事業税 3 3

当期純利益 70 35
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 12,000 12,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,000 12,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,094 4,094

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,094 4,094

資本剰余金合計

前期末残高 4,094 4,094

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,094 4,094

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,300 1,000

当期変動額

別途積立金の取崩 △300 △200

当期変動額合計 △300 △200

当期末残高 1,000 800

繰越利益剰余金

前期末残高 150 143

当期変動額

剰余金の配当 △377 △188

別途積立金の取崩 300 200

当期純利益 70 35

当期変動額合計 △7 46

当期末残高 143 190

利益剰余金合計

前期末残高 1,450 1,143

当期変動額

剰余金の配当 △377 △188

別途積立金の取崩 － －

当期純利益 70 35

当期変動額合計 △307 △153

当期末残高 1,143 990

自己株式

前期末残高 △83 △102

当期変動額

自己株式の取得 △19 △6
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当期変動額合計 △19 △6

当期末残高 △102 △109

株主資本合計

前期末残高 17,461 17,135

当期変動額

剰余金の配当 △377 △188

当期純利益 70 35

自己株式の取得 △19 △6

当期変動額合計 △326 △160

当期末残高 17,135 16,975

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 619 319

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△300 △11

当期変動額合計 △300 △11

当期末残高 319 307

評価・換算差額等合計

前期末残高 619 319

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△300 △11

当期変動額合計 △300 △11

当期末残高 319 307

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 6

当期変動額合計 － 6

当期末残高 － 6

純資産合計

前期末残高 18,081 17,454

当期変動額

剰余金の配当 △377 △188

当期純利益 70 35

自己株式の取得 △19 △6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △300 △5

当期変動額合計 △626 △165

当期末残高 17,454 17,289
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 73 38

減価償却費 212 169

株式報酬費用 － 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △61 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32 13

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △42 △0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △171 △427

有形固定資産売却損益（△は益） △1 0

固定資産除却損 0 43

受取利息及び受取配当金 △37 △37

預託金の増減額（△は増加） 141 △50

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） 1,165 1,334

約定見返勘定の増減額（△は増加） △435 6

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増
加）

338 200

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減
少）

△356 △58

信用取引資産の増減額（△は増加） △47 327

信用取引負債の増減額（△は減少） 980 △316

短期差入保証金の増減額（△は増加） 9 △14

短期貸付金の増減額（△は増加） 6,000 0

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） 107 △100

長期立替金の減少 0 0

その他 184 △92

小計 8,091 1,040

利息及び配当金の受取額 38 39

法人税等の支払額 △3 △3

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,127 1,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △57 △100

有形固定資産の売却による収入 3 0

無形固定資産の取得による支出 △31 △11

投資有価証券の取得による支出 △10 △245

投資有価証券の売却による収入 205 644

その他の収入 0 4

投資活動によるキャッシュ・フロー 110 291

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △19 △6

配当金の支払額 △376 △188

財務活動によるキャッシュ・フロー △395 △194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,842 1,172

現金及び現金同等物の期首残高 333 8,176

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 8,176

※1
 9,349
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【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。
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【重要な会計方針】

　
第49期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　トレーディングに関する有価証券等の評価基準およ

び評価方法

当社におけるトレーディング商品に属する有価

証券およびデリバティブ取引等については、時価

法を採用しております。

１　トレーディングに関する有価証券等の評価基準およ

び評価方法

当社におけるトレーディング商品に属する有価

証券およびデリバティブ取引等については、時価

法を採用しております。

２　トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準お

よび評価方法

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸

表等規則」という)の規定にもとづき、トレーディ

ング関連以外の有価証券等については、以下の評

価基準および評価方法を適用しております。

２　トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準お

よび評価方法

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸

表等規則」という)の規定にもとづき、トレーディ

ング関連以外の有価証券等については、以下の評

価基準および評価方法を適用しております。

　①　満期保有目的の債券

　　　償却原価法によっております。

　①　満期保有目的の債券

　　　償却原価法によっております。

　②　その他有価証券

　　ア　時価のあるもの

時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価

ないし償却原価との評価差額を全部純資産直入

する方法によっております。売却原価について

は移動平均法により算定しております。

　②　その他有価証券

　　ア　時価のあるもの

決算期末日の市場価格にもとづく時価をもっ

て貸借対照表価額とし、取得原価ないし償却原

価との評価差額を全部純資産直入する方法に

よっております。売却原価については移動平均

法により算定しております。

　　イ　時価のないもの

移動平均法による原価法ないし償却原価法に

よっております。

　　イ　時価のないもの

移動平均法による原価法ないし償却原価法に

よっております。

　③　子会社株式および関連会社株式

　　　移動平均法による原価法によっております。

　③　子会社株式および関連会社株式

　　　移動平均法による原価法によっております。

３　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

①平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成10年４月１日から平成19年３月31日までに

取得したもの

旧定額法によっております。

③平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産

については、３年間で均等償却する方法を採用し

ております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

・建物 ６～50年

・器具・備品 ３～20年

３　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

①平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成10年４月１日から平成19年３月31日までに

取得したもの

旧定額法によっております。

③平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産

については、３年間で均等償却する方法を採用し

ております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

・建物 ６～50年

・器具・備品 ３～20年
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第49期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

また、平成19年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法によっておりま

す。

また、平成19年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法によっておりま

す。

　(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)にもとづく定額法に

よっております。

　(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)にもとづく定額法に

よっております。

４　消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方

式によっております。
 

４　消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方

式によっております。

５　引当金および特別法上の準備金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

５　引当金および特別法上の準備金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

　(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、当社所

定の計算方法により算出した支給見込額を計上して

おります。

　(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、当社所

定の計算方法により算出した支給見込額を計上して

おります。

　(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、

当期末において発生していると認められる額を計上

しております。なお、数理計算上の差異は発生の翌年

度に一時処理しております。

 
 

　(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、

当期末において発生していると認められる額を計上

しております。なお、数理計算上の差異は発生の翌年

度に一時処理しております。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）（企業会計基準第19号平成20年

７月31日）を適用しております。これによる損益お

よび退職給付債務の差額の未処理残高に与える影響

はありません。

　(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規にも

とづく支給見込額を計上しております。

　(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規にも

とづく支給見込額を計上しております。

　(5) 金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引

法第46条の５の規定にもとづき、「金融商品取引業

等に関する内閣府令」第175条に定めるところによ

り算出された額を計上しております。

　(5) 金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引

法第46条の５の規定にもとづき、「金融商品取引業

等に関する内閣府令」第175条に定めるところによ

り算出された額を計上しております。

６　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ６　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金お

よび現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な

預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金お

よび現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な

預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。
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【表示方法の変更】
　

第49期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

平成20年12月20日付で「金融商品取引法等の一部

を改正する法律」及び関係政府令が施行されたこと

に伴い、「引受け・売出し手数料」を「引受け・売

出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」、

「募集・売出しの取扱手数料」を「募集・売出し・

特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」に変更

しております。

 
―

　

【追加情報】

　

第49期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(金融商品取引責任準備金の算定方法) 　
当期より、金融商品取引法の施行に伴い、従来の

「証券取引責任準備金」は「金融商品取引責任準備

金」に科目名を変更するとともに、金融商品取引法

第46条の５の規定にもとづく「金融商品取引業等に

関する内閣府令」第175条に定めるところにより算

出した額を計上しております。 

なお、この変更に伴い前事業年度と同一の方法に

よった場合と比べ、税引前当期純利益が30百万円増

加しております。

―
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
第49期

(平成21年３月31日)
第50期

(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産から控除した減価償却累計額

　建物 1,358百万円

　器具備品 437百万円

　　　計 1,796百万円

※１　有形固定資産から控除した減価償却累計額

　建物 1,378百万円

　器具備品 464百万円

　　　計 1,842百万円

※２　担保に供している資産 　
 

区分

担保資産の対象となる債務 担保に供している資産

債務の種類
期末残高
(百万円)

トレーディング
商品
(百万円)

投資有価証券
(百万円)

計
(百万円)

第49期
平成21年３月31日

信用取引借入金 79 393 160 554

計 79 393 160 554

第50期
平成22年３月31日

信用取引借入金 644 15 186 201

計 644 15 186 201

(注) １　担保に供している資産は、期末帳簿価額を記載しております。

２　上記のほか、信用取引借入金の担保として、信用取引の自己融資見返株券を第49期は111百万円、第50期は

303百万円差し入れており、取引参加者保証金の代用として第49期は14百万円、第50期は10百万円、清算

基金の代用として第49期は22百万円、第50期は０百万円、取引証拠金の代用として第49期は17百万円差

し入れております。
 

　３　(1) 差し入れた有価証券の時価額
 

　

第49期
(平成21年３月31日)

第50期
(平成22年３月31日)

(百万円) (百万円)

信用取引貸証券 1,058 252

信用取引借入金の本担保証券 145 670

差入証拠金代用有価証券 104 356

長期差入保証金代用有価証券 299 19
 

　　　(2) 差し入れを受けた有価証券の時価額
 

　

第49期
(平成21年３月31日)

第50期
(平成22年３月31日)

(百万円) (百万円)

信用取引借証券 544 501

信用取引貸付金の本担保証券 1,430 1,288

受入保証金代用有価証券 2,798 1,786

その他担保として受け入れた有価証券 1 226
 

※４　特別法上の準備金

特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、次のとおりであります。

　　金融商品取引責任準備金　

　　金融商品取引法第46条の５　　
 

※４　特別法上の準備金

特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、次のとおりであります。

　　金融商品取引責任準備金　

　　金融商品取引法第46条の５　　
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(損益計算書関係)

　
第49期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　トレーディング損益の内訳

　
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等
トレーディング損益

946 27 974

債券等・その他の
トレーディング損益

104 △50 54

うち債券等
トレーディング損益

 
(109)

 
(△50)

 
(59)

うちその他の
トレーディング損益

 
(△5)

 
(―)
 

(△5)

計 1,051 △22 1,028
 

※１　トレーディング損益の内訳

　
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等
トレーディング損益

698 △55 643

債券等・その他の
トレーディング損益

34 △28 6

うち債券等
トレーディング損益

 
(34)
 

(△28)
 

(6)

うちその他の
トレーディング損益

 
(0)
 

(―)
 

(0)

計 733 △83 649
 

※２　金融収益の内訳

信用取引収益 32百万円

受取配当金 23百万円

受取債券利子 34百万円

受取利息 24百万円

その他 2百万円

　　　計 118百万円
 

※２　金融収益の内訳

信用取引収益 45百万円

受取配当金 16百万円

受取債券利子 33百万円

受取利息 0百万円

その他 3百万円

　　　計 98百万円
 

※３　金融費用の内訳

信用取引費用 16百万円

支払利息 0百万円

その他 0百万円

　　　計 16百万円
 

※３　金融費用の内訳

信用取引費用 31百万円

　　　計 31百万円
 

※４　取引関係費の内訳

支払手数料 43百万円

取引所・協会費 94百万円

通信・運送費 61百万円

旅費・交通費 5百万円

広告宣伝費 2百万円

交際費 1百万円

　　　計 207百万円
 

※４　取引関係費の内訳

支払手数料 36百万円

取引所・協会費 77百万円

通信・運送費 54百万円

旅費・交通費 4百万円

広告宣伝費 2百万円

交際費 1百万円

　　　計 176百万円
 

※５　人件費の内訳

役員報酬・従業員給与 561百万円

その他の報酬・給料 21百万円

福利厚生費 53百万円

賞与引当金繰入れ 14百万円

役員退職慰労引当金繰入れ 45百万円

退職給付費用 15百万円

　　　計 711百万円
 

※５　人件費の内訳

役員報酬・従業員給与 445百万円

その他の報酬・給料 22百万円

福利厚生費 47百万円

賞与引当金繰入れ 10百万円

役員退職慰労引当金繰入れ 13百万円

退職給付費用 13百万円

株式報酬費用 6百万円

　　　計 559百万円
 

※６　不動産関係費の内訳

不動産費 26百万円

器具備品費 166百万円

　　　計 193百万円

※６　不動産関係費の内訳

不動産費 27百万円

器具備品費 169百万円

　　　計 196百万円
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　 第49期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※７　事務費の内訳

事務委託費 28百万円

事務用品費 1百万円

　　　計 30百万円
 

※７　事務費の内訳

事務委託費 22百万円

事務用品費 2百万円

　　　計 24百万円
 

※８　租税公課の内訳

事業所税 3百万円

外形標準課税 36百万円

印紙税 2百万円

不動産取得税・固定資産税 39百万円

その他 15百万円

　　　計 95百万円
 

※８　租税公課の内訳

事業所税 3百万円

外形標準課税 35百万円

印紙税 1百万円

不動産取得税・固定資産税 39百万円

その他 14百万円

　　　計 93百万円
 

※９　販売費・一般管理費の「その他」の内訳

教育研修費・営業資料費 0百万円

図書費 2百万円

水道光熱費 13百万円

諸会費・会議費 3百万円

寄付金 0百万円

その他 9百万円

　　　計 29百万円
 

※９　販売費・一般管理費の「その他」の内訳

教育研修費・営業資料費 1百万円

図書費 2百万円

水道光熱費 12百万円

諸会費・会議費 3百万円

寄付金 0百万円

その他 7百万円

　　　計 26百万円
 

※10　営業外収益および費用の内訳

営業外収益

受取配当金（その他有価証券） 32百万円

その他 8百万円

　　　計 41百万円

また、営業外費用の内訳はすべて雑損であります。
 

※10　営業外収益および費用の内訳

営業外収益

受取配当金（その他有価証券） 29百万円

その他 11百万円

　　　計 41百万円

また、営業外費用の内訳はすべて雑損であります。
 

※11　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

器具備品 1百万円

　　　計 1百万円
 

※11　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

器具備品 0百万円

　　　計 0百万円
 

※12　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

器具備品 0百万円

　　　計 0百万円

※12　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 5百万円

器具備品 1百万円

ソフトウエア 36百万円

　　　計 43百万円
 

 
―

 

※13　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

器具備品 0百万円

　　　計 0百万円
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(株主資本等変動計算書関係)

第49期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 94,864 ― ― 94,864

　

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 504 216 ― 720

　
(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　市場買付による増加　　　  　　　　　 158千株

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　58千株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 377 4.0平成20年３月31日 平成20年６月30日

　

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 188利益剰余金 2.0平成21年３月31日 平成21年６月29日

　

EDINET提出書類

光世証券株式会社(E03793)

有価証券報告書

50/79



第50期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 94,864 ― ― 94,864

　

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 720 66 ― 787

　
(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　12千株

　所在不明株主からの株式買受け　　　　　54千株

　

３　新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

当事業年度末残高　　　　　　　　      ６百万円

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 188 2.0平成21年３月31日 平成21年６月29日

　

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 188利益剰余金 2.0平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
第49期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金・預金 8,176百万円

預入期間が3ヶ月を
超える定期預金

―百万円

現金及び現金同等物 8,176百万円

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日)

現金・預金 9,349百万円

預入期間が3ヶ月を
超える定期預金

―百万円

現金及び現金同等物 9,349百万円

　

(リース取引関係)

　
第49期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引は次のとおりであり

ます。

　なお、平成20年３月31日以前に契約をした、リース物件

の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。

 
―

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

(器具備品) 　

取得価額相当額 1百万円

減価償却累計額相当額 1百万円

期末残高相当額 0百万円
 

　

　 　

　 　

　 　

　 　
　

　②　未経過リース料期末残高相当額

一年内 ―百万円

一年超 ―百万円

　計 ―百万円
 

　
　 　

　 　

　 　
　

　③　支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払利息相当額 0百万円
 

　

　 　

　 　

　 　
　

  ④　減価償却費相当額の算出方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。
 

　
　

　

  ⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。
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(金融商品関係)

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　

1.金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、有価証券売買等および売買等の委託の媒介、有価証券の引受けおよび売出し等の金融商品取

引業を中核とする投資・金融サービスをおこなっております。

　これらの事業を遂行するため、必要な資金調達は、主として自己資金によっておりますが、金融機関等

から借入れをおこなう場合もあります。

資金運用については、短期的な預金や貸付金によるほか、会社の利益を確保するため有価証券等の自

己売買等とデリバティブ取引をおこなっております。

（2）金融商品の内容およびそのリスク

当社が保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金および預金、法令等にもとづき外部金

融機関に信託する顧客分別金信託、顧客区分管理信託、顧客の資金運用ニーズに対応するための信用取

引貸付金、自己の計算にもとづき保有する商品有価証券や投資有価証券があります。

　預金や顧客分別金信託および顧客区分管理信託は預入先の信用リスクに晒されていますが、これら各

信託財産は金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令により分別され信託銀行等に預

託され、信託法により信託保全されています。商品有価証券や投資有価証券は純投資目的および政策投

資目的で保有しており、これらはそれぞれ発行体の信用リスク、市場価格および金利の変動リスクに晒

されております。その他、顧客からの預り金や受入保証金、信用取引借入金等がありますが、顧客からの

預り金や受入保証金は一時的に預っているものであります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社が保有する現金および預金については、金融機関の信用リスクを算定し、預入先を信用力の高い

金融機関に限定するなど、債務不履行による信用リスクの軽減に努めております。

　また、信用取引貸付金については、顧客管理規程および信用取引に関する社内ルールにもとづき、与信

限度額を定め、その後のマーケットの変動に応じて顧客より相当額の担保を受入れるなど、日々の与信

管理をおこなっております。

②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

当社が保有する有価証券等については、各商品のポジション限度額およびロスカットルールを設定

し、その遵守状況を監視しております。

　また、日々、管理部門において、ポジションの評価損益・リスク額を管理し、役員が把握しております。

 

こうした様々なリスク・ファクターを適切に把握し、自己資本規制比率として、日々、役員等関係者

に報告する体制をとっております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には市場価額にもとづく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる

前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　

2.金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ
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ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注２）参

照）。
　

　 　
貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1)現金・預金 9,349 9,349 ―

(2)預託金 1,436 1,436 ―

(3)商品有価証券および 　 　 　

　 投資有価証券 　 　 　

　 ①　商品有価証券 2,769 2,769 ―

　 ②　投資有価証券 780 780 ―

(4)信用取引資産 　 　 　

　 ①　信用取引貸付金 1,287 1,287 ―

　 ②　信用取引借証券担保金 478 478 ―

資産計 16,101 16,101 ―

(1)信用取引負債 　 　 　

　 ①　信用取引借入金 644 644 ―

　 ②　信用取引貸証券受入金 292 292 ―

(2)預り金 551 551 ―

(3)受入保証金 2,944 2,944 ―

負債計 4,432 4,432 ―

　

（注1）金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

資産

（1）現金・預金、（2）預託金

預金、預託金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（3）商品有価証券および投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は店頭基準気配値から提示された価格によってお

ります。

（4）信用取引資産

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

負債

（1）信用取引負債、（2）預り金、（3）受入保証金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。
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デリバティブ取引

（1）ヘッジ会計が適用されないもの

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
　

（2）ヘッジ会計が適用されるもの

該当事項はありません。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　

区　　　分
貸借対照表計上額
（百万円）

非上場株式 61

合　　　計 61

（※）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから「資産

（3）商品有価証券および投資有価証券」に含めておりません。

（注３）金銭債権および満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
　

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金・預金 9,349 ― ― ―

預託金 1,436 ― ― ―

信用取引貸付金 1,287 ― ― ―

信用取引借証券担保金 478 ― ― ―

合計 12,551 ― ― ―

　

（注４）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　　⑤〔附属明細表〕の〔社債明細表〕および〔借入金等明細表〕参照

　

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年３月10日）および

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号平成20年３月10日）を

適用しております。

　

　

次へ
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(有価証券およびデリバティブ関係)

第49期(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　トレーディングに係るもの

(1)　トレーディングの状況に関する事項

　
第49期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

①　当社におけるトレーディングの概要

当社は、有価証券市場における公正な価格形成および円滑な流通を目的とし

て、トレーディング業務を行っております。当社のトレーディングポジション

は、顧客のさまざまなニーズに対応するために行っている取引から発生するも

のおよび裁定取引やポジションのヘッジ取引等のディーリング業務から発生

しております。

取扱商品は、①株式・債券等の商品有価証券、②株価指数先物・債券先物・

金利先物およびこれらのオプション取引に代表される取引所取引の金融派生

商品、③先物外国為替取引・選択権付債券売買・通貨オプション等の取引所取

引以外の金融派生商品(店頭デリバティブ)の３種類であります。

　
②　トレーディングにおけるリスクの概要

トレーディングにおけるリスクのうち、主要なものはマーケットリスクと取

引先リスクがあげられます。

マーケットリスクは、株式・金利・為替等の市場価格が変動することによっ

て発生するリスクであり、取引先リスクは、取引相手先が契約を履行できなく

なる場合に発生するリスクであります。

　
③　当社のリスク管理体制

証券業務は、市況の変化に影響を受けやすく、加えて取扱商品の多様化、とり

わけデリバティブの取扱により直面するリスクも複雑化しております。従いま

して、トレーディングにおけるリスク管理は極めて重要であると認識しており

ます。

マーケットリスク管理方法では、各商品毎のポジション限度額およびロス

カットルールを設定し、その遵守状況を監視しております。これらの市場リス

クに係るリスク量はトレーディング部門から独立した管理部門において日々、

ポジションの評価・損益・リスク額を管理し、経営者が把握できるようにして

おります。一方、取引先リスクにつきましても、取引先の信用状況の評価をもと

に取引限度額を設定し、日々の管理体制として担保評価および各取引の評価損

益の把握等、適切な管理を行っております。また、その遵守状況については適

宜、経営者に報告しております。デリバティブの場合の取引限度額は当該取引

を再構築するためのコスト(再構築コスト)に加え将来の当該コストの予想上

昇分を加えた与信相当額をベースに設定しております。また、与信リスクを軽

減するためにネッティング契約の締結、担保の徴求を必要に応じ行っておりま

す。
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(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価

　

種類

第49期
(平成21年３月31日)

資産(百万円) 負債(百万円)

株式・ワラント 670 201

債券 2,170 ―

　

(3) デリバティブ取引の契約額および時価

　

種類

第49期
(平成21年３月31日)

資産 負債

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

オプション取引 147 46 28 9

為替予約取引 ― ― ― ―

先物・先渡取引 4,299 129 269 16

スワップ取引 ― ― ― ―

(注) １　先物取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

２　時価の算定方法は、以下のとおりであります。

株券オプション取引…………主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段

株価指数オプション取引……主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段

債券オプション取引…………主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段

　　為替予約取引…………………受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割引き、その

日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価

値を控除した金額

株価指数先物取引……………主たる金融商品取引所が定める清算指数

債券先物取引…………………主たる金融商品取引所が定める清算指数

通貨先物取引…………………金融商品取引所が定める清算価格またはこれに準ずる価格

　　選択権付債券売買取引………原則として原証券の時価、ボラティリティー、金利を基準として業者間気

配を参考にし算出した価格

　

２　トレーディングに係るもの以外

(1) 満期保有目的の債券の時価等

該当事項はありません。
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(2) その他有価証券の時価等

　

区分 種類

第49期
(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

貸借対照表計
上額(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表価額が取得価格を超え
るもの

株式 217 760 542

貸借対照表価額が取得価格を超え
ないもの

株式 14 10 4

合計 232 771 538

　

(3) 当会計年度中に売却したその他有価証券

　
第49期

(自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日)

売却額(百万円)
売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

205 171 ―

　

(4) 時価評価されていない主な有価証券

　

種類

第49期
貸借対照表計上額

(百万円)

その他の有価証券 54

　　流動資産に属するもの ―

　　　株式 ―

　　固定資産に属するもの 54

　　　株式(非上場株式) 54

子会社株式および関連会社株式 7

　　固定資産に属するもの 7

　　　子会社株式(非上場株式) 7

　
　

(5) デリバティブ取引の契約額および時価

該当事項はありません。
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第50期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　トレーディングに係るもの

(1) トレーディングの状況に関する事項

　

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

①　当社におけるトレーディングの概要

当社は、有価証券市場における公正な価格形成および円滑な流通を目的とし

て、トレーディング業務を行っております。当社のトレーディングポジション

は、顧客のさまざまなニーズに対応するために行っている取引から発生するも

のおよび裁定取引やポジションのヘッジ取引等のディーリング業務から発生

しております。

取扱商品は、①株式・債券等の商品有価証券、②株価指数先物・債券先物・

金利先物およびこれらのオプション取引に代表される取引所取引の金融派生

商品、③先物外国為替取引・選択権付債券売買・通貨オプション等の取引所取

引以外の金融派生商品(店頭デリバティブ)の３種類であります。

　
②　トレーディングにおけるリスクの概要

トレーディングにおけるリスクのうち、主要なものはマーケットリスクと取

引先リスクがあげられます。

マーケットリスクは、株式・金利・為替等の市場価格が変動することによっ

て発生するリスクであり、取引先リスクは、取引相手先が契約を履行できなく

なる場合に発生するリスクであります。

　
③　当社のリスク管理体制

証券業務は、市況の変化に影響を受けやすく、加えて取扱商品の多様化、とり

わけデリバティブの取扱により直面するリスクも複雑化しております。従いま

して、トレーディングにおけるリスク管理は極めて重要であると認識しており

ます。

マーケットリスク管理方法では、各商品毎のポジション限度額およびロス

カットルールを設定し、その遵守状況を監視しております。これらの市場リス

クに係るリスク量はトレーディング部門から独立した管理部門において日々、

ポジションの評価・損益・リスク額を管理し、経営者が把握できるようにして

おります。一方、取引先リスクにつきましても、取引先の信用状況の評価をもと

に取引限度額を設定し、日々の管理体制として担保評価および各取引の評価損

益の把握等、適切な管理を行っております。また、その遵守状況については適

宜、経営者に報告しております。デリバティブの場合の取引限度額は当該取引

を再構築するためのコスト(再構築コスト)に加え将来の当該コストの予想上

昇分を加えた与信相当額をベースに設定しております。また、与信リスクを軽

減するためにネッティング契約の締結、担保の徴求を必要に応じ行っておりま

す。
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(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)

当事業年度の損益に含まれた評価差額

株式　　　△51百万円

債券　　　△33百万円

　

(3) デリバティブ取引の契約額および時価

　　①ヘッジ会計が適用されないもの

　

種類
契約額等
（百万円）

　 時価
（百万円）

評価損益
（百万円）うち１年超

オプション取引 　 　 　 　

　（売建） 18 ― 0 0

　（買建） 193 ― △16 △16

為替予約取引 ― ― ― ―

先物・先渡取引 　 　 　 　

　（売建） 1,598 ― △5 △5

　（買建） 1,472 ― 22 22

スワップ取引 ― ― ― ―

(注) １　先物取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

２　時価の算定方法は、以下のとおりであります。

株券オプション取引…………主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段

株価指数オプション取引……主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段

債券オプション取引…………主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段

　　為替予約取引…………………受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割引き、その

日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価

値を控除した金額

債券先物取引…………………主たる金融商品取引所が定める清算指数

株価指数先物取引……………主たる金融商品取引所が定める清算指数

通貨先物取引…………………金融商品取引所が定める清算価格またはこれに準ずる価格

　　選択権付債券売買取引………原則として原証券の時価、ボラティリティー、金利を基準として業者間気

配を参考にし算出した価格

　

　　②ヘッジ会計が適用されるもの

　該当事項はありません。

　

２　トレーディングに係るもの以外

(1) 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

　

(2) 子会社株式および関連会社株式

子会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式　７百万円）は、市場価格がなく時価を把握すること

が極めて困難であると認められることから、記載しておりません。

　

EDINET提出書類

光世証券株式会社(E03793)

有価証券報告書

60/79



(3) その他有価証券

　

区分 種類

第50期
(平成22年３月31日)

取得原価
(百万円)

貸借対照表計
上額(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表価額が取得価格を超え
るもの

株式 248 770 521

貸借対照表価額が取得価格を超え
ないもの

株式 12 10 2

合計 261 780 519

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　54百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することがきわめて困難で

あると認められることから、上表のその他有価証券には含めておりません。

　

(4) 当事業年度中に売却したその他有価証券

　

第50期
(自 平成21年４月1日　至 平成22年３月31日)

種類 売却額(百万円)
売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 644 427 0

　

　

(5) デリバティブ取引の契約額および時価

該当事項はありません。

　

次へ
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を採用しております。

　

２　退職給付債務に関する事項

　

　
第49期

(平成21年３月31日)
第50期

(平成22年３月31日)

イ　退職給付債務 (93)百万円 (92)百万円

ロ　年金資産  33 百万円  39 百万円

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) （59)百万円 （53)百万円

ニ　未認識数理計算上の差異  6 百万円  (10)百万円

ホ　退職給付引当金(ハ＋ニ) （52)百万円 （63)百万円

　

３　退職給付費用に関する事項

　

　
第49期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

イ　勤務費用  5 百万円 5 百万円

ロ　利息費用 1 百万円 1 百万円

ハ　期待運用収益 ( 1)百万円 ( 0)百万円

ニ　数理計算上の差異の償却額 9 百万円 6 百万円

ホ　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 15 百万円 13 百万円

　

４　退職給付債務等の計算の基礎による事項

　

　 (第49期) (第50期)

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

ロ　割引率 2.0％ 　2.0％

ハ　期待運用収益率 2.5％ 　 2.5％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 発生の翌年度に一時処理

しております。

発生の翌年度に一時処理

しております。

　

EDINET提出書類

光世証券株式会社(E03793)

有価証券報告書

62/79



(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１　ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額および科目名

販売費・一般管理費の株式報酬費用 6百万円

　

２　ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況

(1)　ストック・オプションの内容

決議年月日 平成21年６月26日

付与対象者の区分
及び人数(名)

当社取締役、監査役および従業員　
合計41名

株式の種類及び
付与数(株)

普通株式　500,000株

付与日 平成21年６月26日

権利確定条件
付与以降、権利確定日まで継続して勤務
している事。その他の条件は「新株予約
権割当契約」の定めによる。

対象勤務期間 平成21年６月26日～平成23年６月30日

権利行使期間 平成23年７月１日～平成26年６月30日

　

(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況

①　ストック・オプションの数
　

決議年月日 平成21年６月26日

権利確定前 　

　期首(株) ―

　付与(株) 500,000株

　失効(株) ―

　権利確定(株) ―

　未確定残(株) 500,000株

権利確定後 　

　期首(株) ―

　権利確定(株) ―

　権利行使(株) ―

　失効(株) ―

　未行使残(株) ―

　

②　単価情報
　

決議年月日 平成21年６月26日

権利行使価格(円) 126円

行使時平均株価(円) ―

付与日における
公正な評価単価（円）

35円

　

　

３.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
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(1)使用した算定方法

ブラック・ショールズ式

（2）使用した主な基礎数値およびその他の見積方法

①株価変動性 45％

平成18年１月４日～平成21年６月26日の株価実績に基づき算定

②予想残存期間 ３年６ヶ月

十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行

使されるものと推定して見積もっております。

③配当予想 3.5円/株

平成18年３月期～平成21年３月期の配当実績による　４年平均

④無リスク利子率 4.97％

予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

　

４.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。
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(税効果会計関係)

　

第49期(平成21年３月31日) 第50期(平成22年３月31日)

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

の内訳

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

の内訳

繰延税金資産 　 繰延税金資産 　
　繰越欠損金 859百万円　繰越欠損金 223百万円

　土地評価損 335百万円　土地評価損 335百万円

　減損損失累計額 25百万円　減損損失累計額 25百万円

　貸倒引当金 100百万円　貸倒引当金 100百万円

　ゴルフ会員権評価損 89百万円　ゴルフ会員権評価損 89百万円

　減価償却費 31百万円　減価償却費 27百万円

　関係会社株式評価損 0百万円 　関係会社株式評価損 0百万円

　その他 88百万円　その他 96百万円

繰延税金資産小計 1,531百万円繰延税金資産小計 898百万円

評価性引当額 △1,531百万円評価性引当額 △898百万円

繰延税金資産合計 ―百万円 繰延税金資産合計 ―百万円

繰延税金負債 　 繰延税金負債 　
　その他有価証券評価差額金 △219百万円　その他有価証券評価差額金 △211百万円

繰延税金負債合計 △219百万円繰延税金負債合計 △211百万円

繰延税金負債の純額 △219百万円繰延税金負債の純額 △211百万円

　 　 　 　
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％法定実効税率 40.7％

(調整) 　 (調整) 　
　交際費等永久に損金に算入されない
　項目

0.8％
　交際費等永久に損金に算入されない
　項目

8.2％

　受取配当金等永久に益金に算入され
　ない項目

△13.4％
　受取配当金等永久に益金に算入され
　ない項目

△21.3％

　住民税均等割 4.4％　住民税均等割 8.4％

　評価性引当額 △27.3％　評価性引当額 △27.4％

　その他 △0.7％　その他 △0.3％

　 　 　 　
税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.4％税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.4％
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(賃貸等不動産関係)

（追加情報）

当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平成20

年11月28日）および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注

記を省略しております。

　

(持分法損益等)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　

前へ
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【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

　
第49期

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 185.40円１株当たり純資産額 183.71円

１株当たり当期純利益 0.75円１株当たり当期純利益 0.37円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額について

は潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額について

は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　 　
算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

　貸借対照表の純資産の部の合計額 17,454百万円

　普通株式に係る純資産額 17,454百万円

　普通株式の発行済株式数 94,864千株

　普通株式の自己株式数 720千株

　１株当たり純資産の算定に用いられた
　普通株式の数

94,143千株

算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

　貸借対照表の純資産の部の合計額 17,289百万円

　普通株式に係る純資産額 17,289百万円

　普通株式の発行済株式数 94,864千株

　普通株式の自己株式数 787千株

　１株当たり純資産の算定に用いられた
　普通株式の数

94,076千株

　 　
２　１株当たり当期純利益

　損益計算書上の当期純利益 　
　 70百万円

　普通株式に係る当期純利益 　
　 70百万円

　普通株主に帰属しない金額 　
該当事項はありません。

　普通株式の期中平均株式数 　
　 94,275千株

２　１株当たり当期純利益

　損益計算書上の当期純利益 　
　 35百万円

　普通株式に係る当期純利益 　
　 35百万円

　普通株主に帰属しない金額 　
該当事項はありません。

　普通株式の期中平均株式数 　
　
　

94,131千株

 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権　１種類
（株式数500,000株）
　なお、その概要は、「第４提出会社の状況、１[株式等
の状況]、（２）[新株予約権等の状況]」に記載のとお
りであります。
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(重要な後発事象)

第49期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

第50期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(ストック・オプションについて) 　

当社は、平成21年6月26日開催の第49回定時株主総

会で決議した会社法第236条、第238条および第239条

の規定にもとづくストックオプションとしての新株

予約権の発行について、平成21年6月26日開催の取締

役会において、募集事項を決定し、当該新株予約権を

引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしま

した。

新株予約権の内容

（１）株式の種類　　　　　　普通株式

（２）株式の数　　　　　　　500,000株

（３）新株予約権の総数　　　500個

（４）新株予約権の発行価格　無償

（５）新株予約権の割当を受ける者

　　　当社の取締役、監査役および従業員

　　　　　　　　　　　　　　　合計41名

（６）１株当たりの払込金額

１株につき126円

（７）新株予約権の行使期間

平成23年７月１日から平成26年６月30日

（８）新株予約権の行使により株式を発行する場　　

　　　　　 合における増加する資本金および資本

準備金の額

①新株予約権の行使により株式を発行する場

合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結

果１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場

合において増加する資本準備金の額、上記①

記載の資本金等増加限度額から上記①に定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

（９）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するためには取締役会の承

認を要する。

―
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券) 　 　

売買目的有価証券 　 　

　建設 505,000 259

　サービス 16,100 24

　石油・石炭製品 400 2

　電気機器 26,600 70

　化学 2,900 11

　医薬品 1,200 4

　金融 41,765 384

　空運 121,000 32

　その他金融 50 0

　情報・通信 32,000 31

小計 747,015 822

(投資有価証券) 　 　

その他有価証券 　 　

　金融 70,436 759

　建設 153,963 38

　サービス 73,236 37

小計 297,635 834

計 1,044,650 1,656

　
　

【債券】

　

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券) 　 　

売買目的有価証券 　 　

　国債 1,791 1,843

　地方債 77 80

計 1,868 1,923

　

【その他】

銘柄 投資口数(口) 貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券) 　 　

売買目的有価証券 　 　

　上場投信 18,935 23

計 18,935 23
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 3,269 10 51 3,228 1,378 66 1,849

　器具備品 559 84 37 606 464 62 142

　土地 2,828 0 ― 2,829 ― ― 2,829

　建設仮勘定 5 13 8 9 ― ― 9

計 6,663 108 97 6,674 1,842 128 4,831

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウエア 286 18 91 213 87 40 125

　ソフトウエア仮勘定 6 ― 6 ― ― ― ―

　電話加入権 26 ― ― 26 3 0 23

計 320 18 98 240 91 40 148

(注) １　建物の当期増減額は主に福利厚生施設等の取得による７百万円、福利厚生施設の除却による51百万円でありま

す。　

２　器具備品の当期増減額は、ディーリンググループの発注システム等の入替えによる取得による84百万円、福利

厚生施設の除却による34百万円であります。

３　ソフトウェアの当期増減額は、ディーリンググループの発注システム等の入替えによる取得による18百万円、

除却による91百万円であります。

　

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

― ― ― ―

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く）

― ― ― ―

その他有利子負債(信用取引借入
金)　(注)

79 644 0.97 ―

合計 79 644 ― ―

(注) １　「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　その他有利子負債の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額については、すべて１年以内に返

済予定のため記載を省略しております。
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【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 248 ― 0 1 246

賞与引当金 14 10 14 ― 10

退職給付引当金 52 13 2 ― 63

役員退職慰労引当金 144 13 ― ― 158

金融商品取引責任準備金 3 ― ― 0 2

(注)１.「貸倒引当金」の当期減少額（その他）は、債権額の一部分配金による戻入額であります。

　　２.「金融商品取引責任準備金」の当期減少額（その他）は、金融商品取引法第46条の５の規定にもとづく金融商品

取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

平成22年３月31日現在における主な資産および負債の内容は、次のとおりであります。

①　資産の部

(イ) 現金・預金

　

区分 金額(百万円)

現金 26

預金の種類 　

普通預金 29

当座預金 9,291

外貨預金・その他 2

小計 9,323

合計 9,349

　

(ロ) 預託金

　

区分 金額(百万円)

顧客分別信託金 1,400

顧客区分管理信託金 5

その他の預託金 31

計 1,436

　

(ハ) トレーディング商品

　

区分 数量 貸借対照表計上額(百万円)

商品有価証券 　 2,769

　株券等トレーディング商品 747千株、　18千口 845

　債券等トレーディング商品 1,868百万円 1,923

デリバティブ取引 ― 47

計 ― 2,816

　

(ニ) 信用取引資産

　

区分 金額(百万円)

信用取引貸付金 (注)１ 1,287

信用取引借証券担保金 (注)２ 478

計 1,766

(注) １　顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であります。

２　貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。
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②　負債の部

(イ) トレーディング商品

　
区分 数量(千株) 貸借対照表計上額(百万円)

商品有価証券 　 　

　株券等トレーディング商品 52 120

デリバティブ取引 ― 46

計 ― 167

　

(ロ) 信用取引負債

　
内訳 金額(百万円)

信用取引借入金 (注)１ 644

信用取引貸証券受入金 (注)２ 292

計 936

(注) １　貸借取引に係る証券金融会社からの借入金であります。

２　顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であります。

　

内訳 金額(百万円) 担保

日本証券金融(株) 255 有価証券

大阪証券金融(株) 388 有価証券

計 644　

　

(ハ) 預り金

　

内訳 金額(百万円)

顧客からの預り金 (注)１ 539

その他 (注)２ 12

計 551

(注) １　顧客の有価証券売買代金等にかかる一時預り金であります。

２　譲渡益税、源泉所得税等の一時的な預り金であります。

　

(ニ) 受入保証金

　
区分 金額(百万円)

信用取引受入保証金 (注)１ 209

先物取引受入証拠金 (注)２ 31

その他の受入保証金 (注)３ 2,703

計 2,944

(注) １　顧客から信用取引の委託保証金として受け入れている現金であります。

２　顧客から先物取引の委託証拠金として受け入れている現金であります。

３　証券金融会社から貸借貸株の担保として受け入れている現金であります。
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(3) 【その他】

①　決算日後の状況

特記事項はありません。

　

②　当事業年度における四半期会計期間に係る営業収益等

　

　
第１四半期

(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

第２四半期
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

第３四半期
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

第４四半期
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益(百万円） 286 173 184 243

税引前四半期純利益金
額又は税引前四半期純
損失金額(△)(百万円)

△28 △139 △108 314

四半期純利益金額又は
四半期純損失金額
(△)(百万円)

△29 △140 △108 314

１株当たり四半期純利
益金額又は１株当たり
四半期純損失金額
(△)(円)

△0.31 △1.50 △1.61 3.34

　

③　訴訟

特記事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
(特別口座）
大阪市中央区北浜二丁目４番６号　株式会社だいこう証券ビジネス　本社証券代行部

　　株主名簿管理人
(特別口座）
大阪市中央区北浜二丁目４番６号　株式会社だいこう証券ビジネス

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
http://www.kosei.co.jp/

株主に対する特典 なし

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

　 提出書類名 事業年度 　 　 提出年月日

１ 有価証券報告書
およびその添付書類、
有価証券報告書の確認書

(第49期) 自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

　 平成21年６月29日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　

２ 内部統制報告書 (第49期) 自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

　 平成21年６月29日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　

３ 四半期報告書、
四半期報告書の確認書

(第50期第１四半期)自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

　 平成21年８月７日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　

　 　 (第50期第２四半期)自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

　 平成21年11月６日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　

　 　 (第50期第３四半期)自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日

　 平成22年２月５日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成21年６月29日

光世証券株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　姫　　岩　　康　　雄　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　井　　理　　晃　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている光世証券株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第49期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に

ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、光世証券株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、光世証券株式会社

の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、光世証券株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管している。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成22年６月29日

光世証券株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　姫　　岩　　康　　雄　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　榎　　本　　　　　浩　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている光世証券株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第50期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に

ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、光世証券株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、光世証券株式会社

の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、光世証券株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管している。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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